
消 防 特 第 ２ ２ ０ 号

平成１７年１１月２８日

各 都 道 府 県 知 事
殿

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令（平成１７年政令第３５３

号。以下「改正政令」という ）が本日公布され、消防法及び石油コンビナート等災害防。

止法の一部を改正する法律（平成１６年法律第６５号。以下「改正法」という ）の一部。

の施行期日に合わせて、平成１７年１２月１日に施行されることとなりました。

今回の政令の改正は、特定事業所における消防力の充実・強化を図るため改正法により

追加された新たな防災資機材である泡放水砲に関する事項を定めるほか、複数の特別防災

区域にわたる区域で特定事業者共同で泡放水砲を配備することができる広域共同防災組織

について定めるとともに、広域共同防災組織の業務を定める等の整備を行ったものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴

都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

記

第一 自衛防災組織に関する事項

一 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に二及び三の規定により大容量

泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けなければならないものとされ

る場合には、当該自衛防災組織に、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材

等を用いて行う防災活動を統括する１人の防災要員、大容量泡放水砲各１基につき１

人の防災要員並びに総務省令で定める人数の防災要員を置かなければならないものと

したこと （改正政令第７条第３項関係）。

二 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に浮き屋根式屋外貯蔵タンクが

ある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、当該浮き屋根式屋外貯蔵タン

クの直径に応じた基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付けなけれ

ばならないものとしたこと （改正政令第１３条第１項・第２項関係）。

三 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で二の規定の適用を受けるもの

に、大容量泡放水砲用防災資機材等、大容量泡放水砲用泡消火薬剤及び可搬式放水銃

等を備え付けなければならないものとしたこと （改正政令第１３条第３項・第１４。



条第５項・第１５条関係）

第二 共同防災組織に関する事項

共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準に、次の事項を加えるこ

としたこと （改正政令第２０条第１項関係）。

一 構成事業所のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第一の二の規定により大容

量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力

の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防

災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲並びに大容量泡放水砲用防

、 。災資機材等 大容量泡放水砲用泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること

二 一に該当する場合には、第一の一に掲げる防災要員を置いていること。

（注）この基準に従って防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、

各構成事業所の自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員に

ついては、改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第２１条第１項各号の規定

によることとなる。

第三 広域共同防災組織に関する事項

一 広域共同防災組織を設置することができる区域を定めたこと （改正政令第２２条。

第１項・別表第３関係）

二 広域共同防災組織の業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を

用いて行う防災活動に関するものとしたこと （改正政令第２２条第２項関係）。

三 広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準は、次のとおりとし

たこと （改正政令第２３条関係）。

１ その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織

ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力

以上に相当する数の大容量泡放水砲並びに大容量泡放水砲用防災資機材等、大容量

泡放水砲用泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。

２ 第一の一に掲げる防災要員を置いていること。

四 広域共同防災組織を設置している各特定事業者が三の基準に従ってその広域共同防

災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、広域共同防

災組織を設置している各特定事業者は、第一の規定にかかわらず、当該広域共同防災

組織に係る各特定事業所の自衛防災組織に、第一の二及び三の規定による防災資機材

等を備え付け、及び第一の一の規定による防災要員を置くことを要しないものとした

こと （改正政令第２４条関係）。

第四 その他所要の改正を行ったこと。

第五 その他

この政令の施行の際現に石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所に

、 、 、係る特定事業者については 第一の二の規定は 平成２０年１１月３０日までの間は

適用しないものとしたこと （改正政令附則第２条関係）。
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政
令
第
三
百
五
十
三
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十

九
条
第
四
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
、
「
第
十
九
条
・
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
三

「
第
三
節

広
域
共
同
防
災
組
織
（
第
二
十
二

節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
（
第
二
十
一
条
）
」
を

第
四
節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定

条
―
第
二
十
四
条
）

に
、
「
第
二
十
二
条
―
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
」
に
、
「
第
二

の
適
用
の
特
例
（
第
二
十
五
条
）
」

十
八
条
―
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
二
条
―
第
三
十
八
条
」
に
、
「
第
三
十
五
条
―
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
九
条
―
第

四
十
三
条
」
に
改
め
る
。
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第
六
条
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め

る
。第

七
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
の

」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
の
」
に
、
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
十
五
条

第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
の
」

を
「
第
十
六
条
の
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
防
災
資
機
材
等
」
の
下
に

「
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
大
容
量
泡
放
水
砲
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災

組
織
に
、
次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

大
容
量
泡
放
水
砲
等
を
用
い
て
行
う
防
災
活
動
を
統
括
す
る
一
人
の
防
災
要
員

二

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
各
一
基
に
つ
き
一
人
の
防
災
要
員

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
容
量
泡
放
水
砲
等
を
用
い
て
行
う
防
災
活
動
を
円
滑
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
に
必

要
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

第
三
十
七
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二

十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
第
六
号
」
を
加
え

、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
し
、
第
三
十
五
条
の
三
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
四
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
緊
急
時
の
主
務
大

臣
の
指
示
）
」
を
付
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
十
九
条
第
六
項
又
は
第
二
十
一

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
五
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め

、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。
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第
三
十
四
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら

第
三
十
三
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
章
中
第
二
十
七
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

大
容
量
泡
放
水
砲

第
三
章
第
三
節
中
第
二
十
一
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
章
中
同
節
を
第
四
節
と
し
、
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

広
域
共
同
防
災
組
織

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
及
び
業
務
）

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
用

い
て
行
う
防
災
活
動
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

第
二
十
三
条

法
第
十
九
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
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と
す
る
。

一

そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織

の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備

え
付
け
、
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量
に
相
当
す
る
量
の
大

容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

三

第
一
号
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

四

第
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
第
一
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
同
項
の
表

の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
広
域
共
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同
防
災
組
織
に
係
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自

衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一

号
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
四
条

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
者
が
前
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の
広
域
共
同
防

災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
各
特
定
事
業
者
は
、
第
七
条
第

三
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
五
条
（
大
容
量
泡
放
水
砲
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
十
三
条
、
第

十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
第
七
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
置
く
べ
き
防
災
要
員
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「

第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
七
条
第
四
項

」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
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第
一
項
」
に
、
「
前
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
に
、
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二

十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
又

は
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第
二
節

中
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
号
の
大
容
量
泡
放

水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
第
三
号
イ
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
同

条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る

基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織

ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条

第
二
項
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
三
号
中
「
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
第
一
号
並
び
に
」
を
「
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
同
号
並
び
に
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ハ

第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
要
員

第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
前
号
イ
」
を
「
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「

第
五
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
前
号
ロ
」
を
「
第
一
号
ロ
」
に
、
「

第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
号
イ
」
を
「
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
ホ
ま
で
」
の

下
に
「
又
は
前
号
」
を
加
え
、
「
同
号
」
を
「
前
二
号
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「

第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
前
号
ロ
」
を
「
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
普
通
高
所
放
水
車
」
の
下
に
「
、
大
容
量
泡
放
水
砲
」

を
加
え
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
各
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量
に
相
当
す
る
量
の
大
容
量
泡
放
水

砲
用
泡
消
火
薬
剤

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

構
成
事
業
者
の
う
ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲

を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
各
自
衛
防
災
組
織
ご
と
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の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容

量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
、
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条
第

一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
条
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
中
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
第
十
五
条
」
を
「
次
条
」
に
改
め
、
「
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
」
の

下
に
「
、
大
容
量
泡
放
水
砲
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
第
十
五
条
の
」
を
「
第
十
六
条
の
」
に
、
「
第
十
五
条
第
二
項
」

を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
又
は
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
、
第
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十
五
条
第
二
項
」
を
「
、
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
当
該
自

衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
が
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合

に
必
要
な
量
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
（
以
下
「
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
）

第
十
三
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
、
浮
き
ぶ
た
付
き
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
浮

き
ぶ
た
が
屋
根
を
兼
ね
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
直
径
が

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
当
該
浮
き
屋
根
式
屋
外

貯
蔵
タ
ン
ク
（
当
該
特
定
事
業
所
に
二
以
上
の
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
は
、

も
直
径
が
大
き
い
浮
き

屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
）
の
直
径
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容
量
泡
放
水
砲
（
毎
分
一
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
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泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
直
径

基

準

放

水

能

力

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
一
万
リ
ッ
ト
ル

四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
二
万
リ
ッ
ト
ル

六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
四
万
リ
ッ
ト
ル

七
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
九
十
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
五
万
リ
ッ
ト
ル

九
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
六
万
リ
ッ
ト
ル

百
メ
ー
ト
ル
以
上

毎
分
八
万
リ
ッ
ト
ル

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災

組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
が
毎
分
四
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自

衛
防
災
組
織
に
二
基
以
上
の
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
る
と
き
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
一
基
の
放
水
能
力
は
、
毎

分
二
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
総
務
省
令
で
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定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
大
容
量
泡
放
水
砲
に
必
要
な
量
の
泡
水
溶
液
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
防
災
資
機
材
等
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

区
分

区

域

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の

区
域

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
四
号
の
三
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
四
地
区

区
域
令
別
表
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
六
号
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域
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第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
九
号
、
第
四
十
号
及
び
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
七
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
地
区

の
区
域

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
四
号
の
二
ま
で
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
八
号
、
第
五
十
九
号

及
び
第
六
十
一
号
か
ら
第
六
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
、
第
六
十
四
号
、
第
六
十
七
号
、
第
六
十
八
号
及
び
第

七
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地
区

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
の
二
、
第
七
十
二
号
及
び
第
七
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
二
地
区

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

六
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
所
在
す
る
特
定
事
業
所
に
係
る
特
定
事
業
者

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
い
て
第
一
種
事
業
所
の
新
設
の
た
め
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
に

つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
適
用
し

な
い
。
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石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節

自
衛
防
災
組
織
（
第
六
条
―
第
十
九
条
）

第
一
節

自
衛
防
災
組
織
（
第
六
条
―
第
十
八
条
）

第
二
節

共
同
防
災
組
織
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
）

第
二
節

共
同
防
災
組
織
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

第
三
節

広
域
共
同
防
災
組
織
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
（
第
二
十
五

第
三
節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
（
第
二
十
一

条
）

条
）

第
四
章

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
等
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一

第
四
章

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
等
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
七

条
）

条
）

第
五
章

緑
地
等
の
設
置
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
八
条
）

第
五
章

緑
地
等
の
設
置
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
四
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
三
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
七
条
）

附
則

附
則

（
法
令
の
規
定
に
よ
り
災
害
防
止
の
業
務
等
を
行
う
者
）

（
法
令
の
規
定
に
よ
り
災
害
防
止
の
業
務
等
を
行
う
者
）

第
六
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
災
害
の
発
生
又
は
拡
大

第
六
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
災
害
の
発
生
又
は
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
又
は
職
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
又
は
職
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
消
防
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
危

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
消
防
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
危

険
物
保
安
統
括
管
理
者
、
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）

険
物
保
安
統
括
管
理
者
、
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
統
括
者
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安
統
括
者
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物
劇
物

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物
劇
物

取
扱
責
任
者
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高

取
扱
責
任
者
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高

圧
ガ
ス
製
造
保
安
統
括
者
、
同
法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
冷

圧
ガ
ス
製
造
保
安
統
括
者
、
同
法
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
冷

凍
保
安
責
任
者
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の

凍
保
安
責
任
者
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の

十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
ガ
ス
主
任
技
術
者
、

十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
ガ
ス
主
任
技
術
者
、
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電
気
事
業
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
及
び
労
働
安
全

電
気
事
業
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
主
任
技
術

衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

者
並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
と
す
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
と
す
る
。

（
防
災
要
員
）

（
防
災
要
員
）

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

第
七
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
防
災

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

資
機
材
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま

と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
条
か
ら

で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
（
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
条
か
ら

第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
も

第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
も

の
及
び
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
防
災

の
及
び
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
防
災

資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一

資
機
材
等
に
代
え
て
備
え
付
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
各
一

台
又
は
各
一
隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

台
又
は
各
一
隻
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

を
、
第
十
二
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数

を
、
第
十
二
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
あ
つ
て
は
同
号
に
定
め
る
人
数

の
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

五
人

九

第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

五
人

十

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船

船
舶
職
員

十

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船

船
舶
職
員

及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十

及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
船
舶
に
乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

八
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
船
舶
に
乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
さ
れ
て
い
る
船
舶
職
員
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
規
定
に
よ

と
さ
れ
て
い
る
船
舶
職
員
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
の
規
定
に
よ

り
当
該
小
型
船
舶
に
乗
船
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

り
当
該
小
型
船
舶
に
乗
船
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

小
型
船
舶
操
縦
者
（
以
下
「
乗
組
船
舶
職
員
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
ほ

小
型
船
舶
操
縦
者
（
以
下
「
乗
組
船
舶
職
員
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
ほ

か
二
人

か
二
人

十
一

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
油
回
収
船

乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ

十
一

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
油
回
収
船

乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ

か
二
人

か
二
人

十
二

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
油
回
収
装
置

同
条
第
二
項
に
規
定

十
二

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
油
回
収
装
置

同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
補
助
船
に
係
る
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
各
一
式
に
つ
き
二
人

す
る
補
助
船
に
係
る
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
各
一
式
に
つ
き
二
人
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２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

係
る
自
衛
防
災
組
織
に
次
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
消
防
車
、
第

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

九
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
乙
種
普

通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

の
台
数
の
合
計
が
二
台
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

指
揮
者
で
あ
る
防
災
要
員
（
以
下
「
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
一
人
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
十
三
条

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放

水
砲
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
容
量
泡
放
水
砲
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
容
量
泡
放
水
砲
等
を
用
い
て
行
う
防
災
活
動
を
統
括
す
る
一
人
の
防

災
要
員

二

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
容
量
泡
放
水
砲
各
一
基
に
つ
き
一
人

の
防
災
要
員

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
容
量
泡
放
水
砲
等
を
用
い
て
行
う

防
災
活
動
を
円
滑
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

４

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災

３

そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災

資
機
材
等
及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
等
を
備
え
付
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
さ

資
機
材
等
を
備
え
付
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
事
業
者
は
、
当

れ
る
特
定
事
業
者
は
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
、
二
人
以
上
の
防
災
要
員
を

該
自
衛
防
災
組
織
に
、
二
人
以
上
の
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

５

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
要
員
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
直
ち
に

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
要
員
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
直
ち
に

防
災
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
災
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

５

特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
で
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
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動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
所
の
特
定
事

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

業
者
が
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
人
数
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
と
す
る
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
）

第
十
三
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
、

浮
き
ぶ
た
付
き
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
浮
き
ぶ
た
が
屋
根
を
兼
ね
る
も

の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。

）
で
そ
の
直
径
が
三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
当
該
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン

ク
（
当
該
特
定
事
業
所
に
二
以
上
の
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る

と
き
は
、

も
直
径
が
大
き
い
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
）
の
直
径
に

係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容
量
泡
放
水

砲
（
毎
分
一
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
直
径

基
準
放
水
能
力

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
一
万
リ
ッ
ト
ル

四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
二
万
リ
ッ
ト
ル

六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
四
万
リ
ッ
ト
ル

七
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
九
十
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
五
万
リ
ッ
ト
ル

九
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
メ
ー
ト
ル
未
満

毎
分
六
万
リ
ッ
ト
ル

百
メ
ー
ト
ル
以
上

毎
分
八
万
リ
ッ
ト
ル

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
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に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と

い
う
。
）
が
毎
分
四
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
二
基
以
上
の
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付

け
る
と
き
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
一
基
の
放
水
能
力
は
、
毎
分
二
万
リ

ッ
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
大

容
量
泡
放
水
砲
に
必
要
な
量
の
泡
水
溶
液
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
防
災

資
機
材
等
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災

資
機
材
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
泡
消
火
薬
剤
）

（
泡
消
火
薬
剤
）

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
三
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、

八
条
第
一
項
、
第
九
条
又
は
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

ら
の
規
定
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け

付
け
る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場

る
べ
き
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
に

合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と

は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な

み
な
し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六
条
の

し
た
と
き
に
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
前
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化

り
備
え
付
け
る
べ
き
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車

学
消
防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大

、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高

型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水

所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項

。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
同
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の

る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え

り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
ず
、

付
け
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
台
の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化

防
車
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化

学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ

学
高
所
放
水
車
が
放
水
す
る
泡
水
溶
液
の
量
は
、
大
型
化
学
消
防
車
に
あ
つ
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て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

千
百
リ
ッ
ト
ル
、
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル

、
同
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分
三
千
百
リ
ッ

、
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
あ
つ
て
は
毎
分

ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

三
千
百
リ
ッ
ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
前
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能

力
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
が
百
二
十
分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る

も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
消
火
薬
剤
（
以
下

「
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

（
可
搬
式
放
水
銃
等
）

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

第
十
四
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第

八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
こ
れ
ら
の
規

定
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
大
型

定
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き

化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え

大
型
化
学
消
防
車
（
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に

付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防

備
え
付
け
る
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学

車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種
普
通

消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
乙
種

化
学
消
防
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
又
は
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学

普
通
化
学
消
防
車
又
は
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車
ご

高
所
放
水
車
ご
と
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬

と
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
総
務
省
令
で
定
め
る
可
搬
式
放
水
銃
、
泡

式
放
水
銃
、
泡
放
水
砲
、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器

放
水
砲
、
耐
熱
服
又
は
空
気
呼
吸
器
若
し
く
は
酸
素
呼
吸
器
（
以
下
「
可
搬

（
以
下
「
可
搬
式
放
水
銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

式
放
水
銃
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
代
替
措
置
等
）

（
代
替
措
置
等
）

第
十
六
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

第
十
五
条

特
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
特

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
第

定
事
業
所
に
、
防
災
上
有
効
な
施
設
又
は
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
条
か
ら
前

十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災

条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
（
次
項
の
規
定
に

資
機
材
等
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、

よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
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甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水

通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ

車
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を

と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
を
設
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、

設
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長

当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
に
つ
き
市
町
村
長
（
特
別
区
並
び
に
消
防
本
部

（
特
別
区
並
び
に
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は

及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
の
認
定

、
都
道
府
県
知
事
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
又
は

ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業

設
備
の
設
置
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に

所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
そ
の
数
量
を

付
け
ず
、
又
は
そ
の
数
量
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
）

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

（
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
）

（
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
政
令
で
定
め
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

（
政
令
で
定
め
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

（
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準
）

第
二
十
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

第
十
九
条

法
第
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

構
成
事
業
者
の
う
ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
各

自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大

き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容
量
泡

放
水
砲
を
備
え
付
け
、
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
大
容
量
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泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

二

次
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
及
び
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

て
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
又
は
そ
の
量
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

イ

第
一
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
五

イ

前
号
イ
又
は
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
第
四
号

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
従
つ

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
従
つ
て

て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数(

送
泡
設
備
付
き
タ

当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
台
数(

送
泡
設
備
付
き
タ
ン

ン
ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事
業
所
に
当

ク
の
あ
る
構
成
事
業
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
事
業
所
に
当
該

該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
こ
れ
ら
の

送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
な
い
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
こ
れ
ら
の
規

規
定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数)

の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種

定
に
従
つ
て
備
え
付
け
る
べ
き
台
数)

の
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普

普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十

通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
、
同
時
に
、
百
二
十
分

分
継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の

継
続
し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡

泡
消
火
薬
剤

消
火
薬
剤

ロ

第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
各
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
第
十

ロ

前
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
各
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
第
十
三

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

れ
る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量
に
相
当
す
る

る
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量
に
相
当
す
る
量

量
の
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤

の
送
泡
設
備
用
泡
消
火
薬
剤

ハ

前
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
各
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
第
十
四
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る

大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量
に
相
当
す

る
量
の
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤

ニ

第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

ハ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並

は
、
前
二
号
並
び
に
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
二
項
及

び
に
第
四
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

び
第
三
項
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て

定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学

い
る
大
型
化
学
消
防
車
（
第
一
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災

消
防
車
（
前
号
ロ
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け

組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。
）
、
大
型

ら
れ
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車
に
限
る
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲

高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型

種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
若
し
く
は
小
型
消
防
車
、
普
通
高

消
防
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
容
量
泡
放
水
砲
又
は
大
型
化
学
高
所

所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
ご
と
に
、
第
十
四
条
に
規
定
す

放
水
車
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
可

る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
可
搬
式
放
水
銃
等
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搬
式
放
水
銃
等

四

次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

三

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い

る
こ
と
。

イ

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
並
び
に
次
号
に
お
い
て
準
用

イ

第
一
号
並
び
に
次
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第

す
る
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災

三
項
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る

組
織
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま

第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
災

で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の

資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員

号
に
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
（
当
該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て

（
当
該
共
同
防
災
組
織
に
係
る
す
べ
て
の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令
で

の
構
成
事
業
所
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項
第

当
該
防
災
資
機
材
等
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活

ち
、
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る

動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省

装
置
又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載

令
で
定
め
る
も
の
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総

当
該
防
災
資
機
材
等
各
一
台
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
の
防
災

務
省
令
で
定
め
る
人
数
の
防
災
要
員
）

要
員
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防

災
要
員

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

四

第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
第
二
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
二

二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
五

項
の
規
定
は
第
三
号
イ
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
を

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
を
備

備
え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

え
付
け
る
共
同
防
災
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
事
業
者
が
そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定

第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に

め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「

係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災
組

構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防

織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
自

災
組
織
に
」
と
、
「
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き

九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ

い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
従

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

つ
て
当
該
共
同
防
災
組
織
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
中
「
特
定
事
業
者
が

号
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る



- 10 -

自
衛
防
災
組
織
に
」
と
あ
る
の
は
「
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
総
務
省
令

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
共
同
防
災
組
織
に
」
と
、
「
第
八
条
か
ら
第

十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
第
八

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
か

ら
第
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「

第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

２

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
並

２

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
資
機
材
等
並

び
に
こ
れ
ら
の
防
災
資
機
材
等
に
係
る
防
災
要
員
に
係
る
法
第
十
九
条
第
四

び
に
こ
れ
ら
の
防
災
資
機
材
等
に
係
る
防
災
要
員
に
係
る
法
第
十
九
条
第
四

項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

構
成
事
業
者
の
う
ち
第
十
七
条
第
一
項
の
第
一
種
事
業
者
に
該
当
す
る

一

構
成
事
業
者
の
う
ち
第
十
六
条
第
一
項
の
第
一
種
事
業
者
に
該
当
す
る

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
構
成
事
業
所
で
あ
る
同
項
の
第
一
種
事
業
所
に
係

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
構
成
事
業
所
で
あ
る
同
項
の
第
一
種
事
業
所
に
係

る
自
衛
防
災
組
織
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
オ
イ
ル
フ
ェ

る
自
衛
防
災
組
織
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
オ
イ
ル
フ
ェ

ン
ス
の
う
ち
、
長
さ
の

も
長
い
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
の

ン
ス
の
う
ち
、
長
さ
の

も
長
い
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
長
さ
の

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

二

第
十
七
条
第
一
項
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
（
以
下
「
オ
イ
ル
フ
ェ

二

第
十
六
条
第
一
項
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
（
以
下
「
オ
イ
ル
フ
ェ

ン
ス
展
張
船
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
、
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張

ン
ス
展
張
船
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
、
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張

船
各
一
隻
に
つ
き
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
二
人
の
防
災
要
員
を
置
く
こ

船
各
一
隻
に
つ
き
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
二
人
の
防
災
要
員
を
置
く
こ

と
。

と
。

三

第
十
八
条
第
一
項
の
油
回
収
船
（
以
下
「
油
回
収
船
」
と
い
う
。
）
又

三

第
十
七
条
第
一
項
の
油
回
収
船
（
以
下
「
油
回
収
船
」
と
い
う
。
）
又

は
同
項
の
油
回
収
装
置
（
以
下
「
油
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付

は
同
項
の
油
回
収
装
置
（
以
下
「
油
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付

け
、
及
び
油
回
収
船
を
備
え
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
油
回
収
船
各
一
隻

け
、
及
び
油
回
収
船
を
備
え
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
油
回
収
船
各
一
隻

に
つ
き
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
二
人
の
防
災
要
員
を
、
油
回
収
装
置
を

に
つ
き
乗
組
船
舶
職
員
等
の
ほ
か
二
人
の
防
災
要
員
を
、
油
回
収
装
置
を

備
え
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
第
二
項
の
補
助
船
に
係
る
乗
組
船
舶

備
え
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
第
二
項
の
補
助
船
に
係
る
乗
組
船
舶

職
員
等
の
ほ
か
油
回
収
装
置
各
一
式
に
つ
き
二
人
の
防
災
要
員
を
置
く
こ

職
員
等
の
ほ
か
油
回
収
装
置
各
一
式
に
つ
き
二
人
の
防
災
要
員
を
置
く
こ

と
。

と
。

四

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
準
用
す
る

四

第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

。

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材

（
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
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等
及
び
防
災
要
員
）

等
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
一
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の

第
二
十
条

構
成
事
業
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の
共

共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て

同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て
い

い
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ

る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
が
第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

り
そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機

そ
の
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材

材
等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

等
及
び
置
く
べ
き
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

ず
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

イ

共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
構
成

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

事
業
所
に
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
に
は
当
該
送
泡
設
備
付

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

き
タ
ン
ク
に
送
泡
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

に
、
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
第
一
項
、
第

九
条
及
び
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

九
条
及
び
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
大
型
化

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

学
消
防
車
若
し
く
は
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
の
台
数
又
は
こ
れ
ら
を
合

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

計
し
た
台
数
（
ロ
に
お
い
て
「
化
学
消
防
車
の
台
数
」
と
い
う
。
）
が

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

二
台
又
は
三
台
で
あ
る
と
き
。

一
台

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
防
災
要
員
二
人
以
上
を

四

第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
防
災
要
員
二
人
以
上
を

置
く
も
の
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機

置
く
も
の
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機

材
等
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
防
災
組
織
を
設

材
等
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
防
災
組
織
を
設

置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災

置
し
て
い
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災

組
織
が
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
か

組
織
が
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
る
こ
と

つ
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
る
こ
と

を
要
し
な
い
と
き
は
、
一
台
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
が
百
二
十
分
継
続

を
要
し
な
い
と
き
は
、
一
台
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
が
百
二
十
分
継
続

し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬

し
て
泡
水
溶
液
を
放
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
な
量
の
泡
消
火
薬

剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

五

第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
前
二
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

第
二
項
の
規
定
は
第
二
号
イ
及
び
前
号
の
泡
水
溶
液
の
量
の
算
定
に
つ
い

て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て

て
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て
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準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
」

で
、
第
十
四
条
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資

及
び
第
二
号
」
と
、
「
防
災
資
機
材
等
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学

機
材
等
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、

消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、

甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放

小
型
消
防
車
及
び
普
通
高
所
放
水
車
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き

水
車
に
代
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る

の
は
「
防
災
資
機
材
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
の
う
ち
第
十
七
条
第
一

２

次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
構
成
事
業
者
の
う
ち
第
十
六
条
第
一

項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
第
一
種
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
が
そ
の
構
成

項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
第
一
種
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
が
そ
の
構
成

事
業
所
で
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防

事
業
所
で
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防

災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
及
び
こ

災
組
織
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
及
び
こ

れ
ら
の
防
災
資
機
材
等
に
係
る
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及

れ
ら
の
防
災
資
機
材
等
に
係
る
防
災
要
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
及

び
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

び
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
共
同
防
災
組
織
に
前
条
第
二
項
第
一
号
の
オ

一

当
該
構
成
事
業
所
に
係
る
共
同
防
災
組
織
に
前
条
第
二
項
第
一
号
の
オ

イ
ル
フ
ェ
ン
ス
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
十
七
条
第
一
項

イ
ル
フ
ェ
ン
ス
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
長
さ
の
二
分
の
一

の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
長
さ
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
長
さ
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
相
当
す
る
長
さ
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
三
節

広
域
共
同
防
災
組
織

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
及
び
業
務
）

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第

三
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
大
容
量
泡
放
水
砲

及
び
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
用
い
て
行
う
防
災
活
動
に
関
す

る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資
機
材
等
及
び
防
災
要
員
に
係
る
基
準

）
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第
二
十
三
条

法
第
十
九
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第

四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
各
特
定
事

業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大

容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
、
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て

大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご

と
の
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
る
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
の
量
の
う
ち

も
多
い
量

に
相
当
す
る
量
の
大
容
量
泡
放
水
砲
用
泡
消
火
薬
剤
を
備
え
付
け
て
い
る

こ
と
。

三

第
一
号
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
備
え
付
け
ら
れ

て
い
る
大
容
量
泡
放
水
砲
ご
と
に
、
第
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
数
の
可
搬
式
放
水
銃
等
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

四

第
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

五

第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
前
号
の
防
災
要
員
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
第
一
号
の
大
容
量
泡
放
水
砲
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組

織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防

災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
広
域
共
同
防

災
組
織
に
係
る
各
特
定
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
ご
と
の
自
衛
防
災
組
織

の
基
準
放
水
能
力
の
う
ち

も
大
き
い
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力

」
と
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
従
つ
て
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
た
場
合
の
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
防
災
資

機
材
等
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
四
条

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
各
特
定
事
業
者
が
前
条
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に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
て
そ
の
広
域
共
同
防
災
組
織
に
防
災
資
機
材
等
を

備
え
付
け
、
及
び
防
災
要
員
を
置
い
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
各
特
定
事
業

者
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
五
条
（

大
容
量
泡
放
水
砲
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
広
域
共
同
防
災
組
織
に
係
る
特
定
事
業
所
の

自
衛
防
災
組
織
に
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
、
及
び
第
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
防
災
要
員
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例

第
三
節

自
衛
防
災
組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
次
に

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
防
災
資
機
材
等
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ

掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
大

し
、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
大
型
化
学
消
防
車
、
大

型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台
以
上
備
え
付
け
な
け

型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
を
そ
れ
ぞ
れ
二
台
以
上
備
え
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
事
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
各
一
台

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
事
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
う
ち
各
一
台

、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を

、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を

二
台
以
上
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
事
業
者
に
あ

二
台
以
上
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
事
業
者
に
あ

つ
て
は
そ
の
う
ち
一
台
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二

つ
て
は
そ
の
う
ち
一
台
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二

年
と
す
る
。

年
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

大
容
量
泡
放
水
砲

七

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船

六

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船

八

油
回
収
船
又
は
油
回
収
装
置

七

油
回
収
船
又
は
油
回
収
装
置

（
特
定
地
方
行
政
機
関
）

（
特
定
地
方
行
政
機
関
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
組
織
及
び
運
営
の
基
準
）

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
の
組
織
及
び
運
営
の
基
準
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）
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（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
規
約
事
項
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
規
約
事
項
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
設
置
等
の
公
示
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
設
置
等
の
公
示
）

第
三
十
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
規
約
の
変
更
）

（
防
災
本
部
の
協
議
会
の
規
約
の
変
更
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

（
緑
地
に
類
す
る
施
設
）

（
緑
地
に
類
す
る
施
設
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

（
設
置
計
画
に
定
め
る
事
項
等
）

（
設
置
計
画
に
定
め
る
事
項
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

（
費
用
を
負
担
さ
せ
る
第
一
種
事
業
者
の
範
囲
）

（
費
用
を
負
担
さ
せ
る
第
一
種
事
業
者
の
範
囲
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

（
緑
地
等
の
設
置
に
要
す
る
費
用
）

（
緑
地
等
の
設
置
に
要
す
る
費
用
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

（
負
担
総
額
の
配
分
の
際
勘
案
す
べ
き
条
件
）

（
負
担
総
額
の
配
分
の
際
勘
案
す
べ
き
条
件
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

（
共
同
納
付
の
場
合
の
特
例
）

（
共
同
納
付
の
場
合
の
特
例
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）
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（
国
の
補
助
金
の
額
の
算
定
基
礎
）

（
国
の
補
助
金
の
額
の
算
定
基
礎
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
緑
地
等
の
設
置
に
係
る
地
方
公
共
団

第
三
十
四
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
緑
地
等
の
設
置
に
係
る
地
方
公
共
団

体
の
経
費
の
額
は
、
当
該
緑
地
等
の
設
置
に
要
す
る
費
用
で
第
三
十
五
条
に

体
の
経
費
の
額
は
、
当
該
緑
地
等
の
設
置
に
要
す
る
費
用
で
第
三
十
一
条
に

規
定
す
る
も
の
の
額
か
ら
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
総
額
を

規
定
す
る
も
の
の
額
か
ら
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
総
額
を

控
除
し
た
額
と
す
る
。

控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
等
）

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
等
）

第
三
十
九
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
法
第
十
八

第
三
十
五
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
法
第
二
十

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
法
第
十
九
条
第
六
項
又
は
第
二
十
一
条
第
三

一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
五
項
又
は
第
二
十

（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係

一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
消
防
法
第
十
一
条
第

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
完
成
検
査
（
総
務
省
令
で

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
総
務
省
令
で

定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
二
条
第
二
項
、

定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る

第
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
二
条
の
三
又
は
第
十
六
条

完
成
検
査
（
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

同
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十

可
の
取
消
し
、
同
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
使
用
制
限
及
び
同
法
第

二
条
の
三
又
は
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
法
第
十
二
条
の
二

十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
、
同
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

る
使
用
制
限
及
び
同
法
第
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
と
す
る

。
２

（
略
）

２

（
略
）

（
緊
急
時
の
主
務
大
臣
の
指
示
）

（
緊
急
時
の
主
務
大
臣
の
指
示
）

第
四
十
条

（
略
）

第
三
十
五
条
の
二

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
三
十
五
条
の
三

（
略
）

（
消
防
法
第
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
特
定
事
業
所
）

（
消
防
法
第
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
特
定
事
業
所
）

第
四
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
政
令
で
定
め
る
特
定
事
業
所
は
、
次
に
掲
げ

第
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
政
令
で
定
め
る
特
定
事
業
所
は
、
次
に
掲
げ

る
特
定
事
業
所
に
該
当
し
な
い
特
定
事
業
所
と
す
る
。

る
特
定
事
業
所
に
該
当
し
な
い
特
定
事
業
所
と
す
る
。

一

一
の
地
域
が
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
と
な
つ
た
日
か
ら

一

一
の
地
域
が
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
と
な
つ
た
日
か
ら
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一
年
（
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等

一
年
（
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等

を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る

を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る

第
一
種
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け

第
一
種
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
第
一
種
事
業
所

る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
第
一
種
事
業
所

二

第
二
種
事
業
所
の
指
定
の
日
か
ら
一
年
（
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号

二

第
二
種
事
業
所
の
指
定
の
日
か
ら
一
年
（
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を

か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
第

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
第
二
種
事
業
所

二
種
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
第
二
種

当
該
第
二
種
事
業
所

事
業
所

（
確
認
手
数
料
）

（
確
認
手
数
料
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

区
分

区

域

第
一
地

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（

区

昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
二

ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
二
地

区
域
令
別
表
第
四
号
の
三
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十

区

号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地

区
域
令
別
表
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

区

地
区
の
区
域

第
四
地

区
域
令
別
表
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区

区

域

第
五
地

区
域
令
別
表
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第
三
十

区

一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域
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第
六
地

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
六
号
及

区

び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地

区
域
令
別
表
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
七

区

号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
八
地

区
域
令
別
表
第
三
十
九
号
、
第
四
十
号
及
び
第
四
十
六
号
か

区

ら
第
四
十
七
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
九
地

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
四
号
の
二
ま
で
、
第

区

四
十
八
号
、
第
五
十
八
号
、
第
五
十
九
号
及
び
第
六
十
一
号

か
ら
第
六
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
、
第
六
十
四

区

号
、
第
六
十
七
号
、
第
六
十
八
号
及
び
第
七
十
一
号
に
掲
げ

る
地
区
の
区
域

第
十
一

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
の
二
、
第
七
十
二
号
及
び
第
七
十

地
区

二
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
二

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
地
区

地
区

の
区
域


